
  （平成２０年１２月２６日規則第５６号） 

京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則 

（用語） 

第１条 この規則において使用する用語は，京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務

の取扱いに関する条例（以下「条例」という。）において使用する用語の例による。 

（債務の免除の基準） 

第２条 条例第３条第２項第３号に規定する別に定める基準は，借受者が次の各号のいずれ

かに該当することとする。 

 ⑴ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属していること。 

 ⑵ 当該年度に納付すべき市町村民税を課されていないこと。 

 ⑶ 当該年度に納付すべき市町村民税のうち均等割課税額のみを課されていること。 

 ⑷ 条例第３条第２項第３号の規定による地域改善対策奨学金等の返還の債務（以下「債

務」という。）の免除に係る同条第３項の規定による申請の日の属する年の前年（１月か

ら３月までの間に当該申請があった場合にあっては，前々年）における借受者の収入の

総額が，生活保護法による保護の基準に基づき算定した年額に１．５を乗じて得た額以

下であること。 

２ 前項の規定にかかわらず，借受者が地域改善対策奨学金等の貸与を受けた際における父

又は母（以下「貸与時の父母」という。）と同一の世帯に属し，かつ，生計を一にしている

ときは，条例第３条第２項第３号に規定する別に定める基準は，借受者の属する世帯が次

の各号のいずれかに該当することとする。 

 ⑴ 生活保護法の規定による保護を受けている世帯であること。 

 ⑵ 当該年度に納付すべき市町村民税を課されている者の属していない世帯であること。 

 ⑶ 当該年度に納付すべき市町村民税のうち所得割課税額を課されている者の属していな

い世帯であること。 

 ⑷ 条例第３条第２項第３号の規定による債務の免除に係る同条第３項の規定による申請



の日の属する年の前年（１月から３月までの間に当該申請があった場合にあっては，前々

年）における世帯の収入の総額が，生活保護法による保護の基準に基づき算定した年額

に１．５を乗じて得た額以下であること。 

３ 借受者が次の各号のいずれにも該当する場合において，貸与時の父母が第１項各号のい

ずれにも該当しないときは，当該借受者に対しては，同項の規定は，適用しない。 

 ⑴ 貸与時の父母と同一の世帯に属し，かつ，生計を一にしている場合でないこと。 

 ⑵ 主として本人以外の者の収入により生計を維持していること。 

（債務の免除の申請） 

第３条 条例第３条第３項の規定による申請は，地域改善対策奨学金等返還債務免除申請書

（第１号様式）により行うものとする。 

２ 前項の申請書には，債務の免除を受けようとする理由を証する書面を添付しなけれ

ばならない。 

（委員会の委員長） 

第４条 京都市奨学金等返還事務監理委員会（以下「委員会」という。）に委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により定める。 

３ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理す

る。 

（委員会の招集及び議事） 

第５条 委員会は，委員長が招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

５ 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見の陳述，説明



その他必要な協力を求めることができる。 

（委員会の庶務） 

第６条 委員会の庶務は，文化市民局において行う。 

（委員会の補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定

める。 

（住所等の変更の届出） 

第８条 借受者は，債務が存する間に住所又は氏名を変更したときは，速やかにその旨

を市長に届け出なければならない。 

（補則） 

第９条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し

必要な事項は，所轄局長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（条例附則第２項に規定する別に定める日） 

２ 条例附則第２項に規定する別に定める日は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各

号に掲げる日とする。 

 ⑴ 平成１６年４月１日以後に貸与を受けた地域改善対策奨学金等に係る債務のうち，

条例の施行の日において借受者が返還の請求を受けている債務 あらかじめ定めら

れた期限の日 

 ⑵ 前号に掲げる債務以外の債務のうち，月賦又は半年賦の均等払いにより返還すべ

き債務 別に定めて借受者に通知する日 

 ⑶ 前２号に掲げる債務以外の債務 平成２２年３月３１日 

（平成１９年度債務又は平成２０年度債務の返還の猶予の申請） 



３ 条例附則第３項の規定により平成１９年度債務（条例附則第２項に規定する平成１

９年度債務をいう。以下同じ。）又は平成２０年度債務（同項に規定する平成２０年度

債務をいう。以下同じ。）の返還の猶予を受けようとする借受者は，平成１９年度債務・

平成２０年度債務返還猶予申請書（第２号様式）に市長が必要と認める書類を添えて，

前項各号に掲げる日までに市長に提出しなければならない。 

（平成１９年度債務及び平成２０年度債務の免除の基準） 

４ 条例附則第４項に規定する別に定める基準は，次のとおりとする。 

 ⑴ 免除を受けようとする平成１９年度債務又は平成２０年度債務が附則第２項第１

号に掲げる債務でないこと。 

 ⑵ 学校（短期大学及び大学を除く。）に在学する者に貸与した地域改善対策奨学金等

に係る債務の免除にあっては，借受者が属する世帯のうち所得の額が最も高い者の

所得について別に定めるところにより算定した額（以下「認定額」という。）が，附

則別表第１の左欄に掲げる世帯員の数の区分に応じ，同表の右欄に掲げる基準額以

下であること。 

 ⑶ 短期大学又は大学に在学する者に貸与した地域改善対策奨学金等に係る債務の免

除にあっては，認定額が，附則別表第２の左欄に掲げる世帯員の数の区分に応じ，

同表の右欄に掲げる基準額以下であること。 

（平成１９年度債務及び平成２０年度債務の免除の申請） 

５ 条例附則第４項の規定により平成１９年度債務又は平成２０年度債務の免除を受け

ようとする者は，平成１９年度債務・平成２０年度債務免除申請書（第３号様式）に

債務の免除を受けようとする理由を証する書面を添えて，附則第２項各号に掲げる日

までに市長に提出しなければならない。 

 

 

 



附則別表第１ 

世帯員の数 基   準   額 

１人 １，４３０，０００ 円  

２人 ２，２９０，０００   

３人 ２，６４０，０００   

４人 ２，８６０，０００   

５人 ３，０７０，０００   

６人 ３，２５０，０００   

７人 ３，４１０，０００   

８人以上 
３，４１０，０００円に世帯員のうち７人を除いた世帯員１人につ

き１６０，０００円を加算した額 

 備考 「世帯員」とは，世帯を構成する各人をいう。 

 

附則別表第２ 

世帯員の数 基   準   額 

１人 １，７８０，０００ 円  

２人 ２，８２０，０００   

３人 ３，２８０，０００   

４人 ３，５５０，０００   

５人 ３，８２０，０００   

６人 ４，０２０，０００   

７人 ４，２２０，０００   

８人以上 
４，２２０，０００円に世帯員のうち７人を除いた世帯員１人につ

き２００，０００円を加算した額 

 備考 附則別表第１の備考と同じとする。 



第１号様式（第３条関係） 

地域改善対策奨学金等返還債務免除申請書 

（あて先）京 都 市 長      年   月   日 

申請者の住所 申請者の氏名 

 

 

 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例第３条第３項の規 

             □ア又はイ 

定により同条例第２条第２号     に規定する地域改善対策奨学金等の返還の債 

             □ウ 

務の免除を申請します。 

貸与の決定の年月日及び番号 年   月   日 第   号 

貸 与 を 受 け た 金 額 

奨 学 金  円 

購 入 資 金  円 

合    計  円 

返 還 済 額  円 

返 還 未 済 額  円 

免除を受けようとする金額 

奨 学 金  円 

購 入 資 金  円 

合    計  円 

申 請 の 理 由  

注 該当する□には，ν印を記入してください。 



第２号様式（附則第３項関係） 

返還猶予申請書 

（あて先）京 都 市 長      年   月   日 

申請者の住所 

  

申請者の氏名 

 

 

 

 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則附則第３ 

項の規定により京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例第２ 

    □ア又はイ                  □平成１９年度債務 

条第２号     に規定する地域改善対策奨学金等のうち         の返 

    □ウ                     □平成２０年度債務 

還の猶予を申請します。 

貸与の決定の年月日及び番号    年   月   日 第    号 

猶予を受けようとする金額 

奨 学 金  円 

購 入 資 金  円 

合    計  円 

債 務 の 返 還 の 方 法 

□ 月 賦   □ 半年賦   □ 年 賦 

１回当たりの返還額  円 

返 還 期 間 
    年  月  日から 

    年  月  日まで 

注 該当する□には，ν印を記入してください。 

平成１９年度債務 
平成２０年度債務 



第３号様式（附則第５項関係） 

免除申請書 

（あて先）京 都 市 長      年   月  日 

申請者の住所 申請者の氏名 

 

 

 京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例施行規則附則第５ 

項の規定により京都市地域改善対策奨学金等の返還の債務の取扱いに関する条例第２ 

    □ア又はイ                  □平成１９年度債務 

条第２号     に規定する地域改善対策奨学金等のうち         の免 

    □ウ                     □平成２０年度債務 

除を申請します。 

貸与の決定の年月日及び番号    年   月   日 第   号 

免除を受けようとする金額 

奨 学 金  円 

購 入 資 金  円 

合    計  円 

注 該当する□には，ν印を記入してください。 

 

 

平成１９年度債務 
平成２０年度債務 


